
第１号被保険者（65歳以上）の令和７年度介護保険料について

所得
段階

対象者 年間保険料額

第１
段階

世
帯
非
課
税

本
人
非
課
税

①生活保護受給者、 ②老齢福祉年金受給者、 ③本人の前年の （課税

年金収入額＋年金以外の合計所得金額） が、 ８０.9万円以下の方

基準額 

× 0.285
24,10０円

第２
段階

本人の前年の （課税年金収入額＋年金以外の合計所得金額） が、

８０.9万円を超え１２０万円以下の方

基準額 

× 0.485
41,0００円

第３
段階

本人の前年の （課税年金収入額＋年金以外の合計所得金額） が、

１２０万円を超える方

基準額 

× 0.685
57,90０円

第４
段階

世
帯
課
税

本人の前年の （課税年金収入額＋年金以外の合計所得金額） が、

８０.9万円以下の方

基準額 

× 0.90
７６,１0０円

第５
段階

本人の前年の （課税年金収入額＋年金以外の合計所得金額） が、

８０.9万円を越える方
基準額 ８４,６００円

第６
段階

本
人
課
税

本人の前年の合計所得金額が１２０万円未満の方
基準額 

× 1.20
１０１,５0０円

第７
段階

本人の前年の合計所得金額が１２０万円以上２１０万円未満の方
基準額 

× 1.30
１０９,９0０円

第８
段階

本人の前年の合計所得金額が２１０万円以上３２０万円未満の方
基準額 

× 1.50
１2６,９０0円

第９
段階

本人の前年の合計所得金額が３２０万円以上４２０万円未満の方
基準額 

× 1.70
１43,8０0円

第10
段階

本人の前年の合計所得金額が４２０万円以上５２０万円未満の方
基準額 

× 1.90
１60,7０0円

第11
段階

本人の前年の合計所得金額が５２０万円以上６２０万円未満の方
基準額 

× 2.10
１77,6０0円

第12
段階

本人の前年の合計所得金額が６２０万円以上７２０万円未満の方
基準額 

× 2.30
１94,5０0円

第13
段階

本人の前年の合計所得金額が７２０万円以上の方
基準額 

× 2.40
20３,00０円

課税年金収入額……………�公的年金のうち老齢年金などの課税対象となる種類の年金収入額（遺族年金、障害年金な

どの非課税年金は含まれません。）

合計所得金額………………�年金・給与等の全収入から各種控除（年金・給与控除等および譲渡所得の特別控除等を含

む）を差し引いたものを用います。

【問合先】　長寿保健課介護保険グループ

☎（0879）26-1360

滞納者に対する給付制限

介護サービスを利用する場合に滞納があると、未納期

間に応じて給付制限の措置がとられ、滞納した保険料額

よりも高額な負担になる場合があります。

また、２年以上経過すると「時効」により、後からは

納められなくなりますのでご注意ください。

口座振替を推進しています

口座振替の手続きを行っておくと、納め忘れがなく安

心です。特別徴収が始まると自動的に変更になりますの

で、二重で引き落としになることはありません。

年金からの仮徴収について

年間保険料額が決定してから特別徴収（年金からの天

引き）を開始すると、10月以降の年金から徴収する額が

高くなってしまうため、前年度に引き続き特別徴収の方

は、４・６・８月分の年金から天引きする金額は、前年

度の２月と同じ金額を「仮徴収額」として徴収します。

※�８月の仮徴収額については、金額が変更になる場合

があります

●公的年金からの特別徴収額の計算方法

仮徴収額 本徴収額

４月 ６月 ８月 10月 12月 ２月

前年度２月の徴収額と

同じ額ずつ

（年間保険料－仮徴収額）の

１／３ずつ



７６９－２７９２

東かがわ市湊１８４７番地１

○○　○○　　様

　
被保険者番号 決定（変更）理由 確定賦課

徴収方法
特別徴収義務者 厚生労働省

生年月日 昭和○年○月○日                      ○性別 特別徴収対象年金 老齢基礎年金

　
　

その他の事由

● ●
世帯の課税状況 課税
老齢福祉年金 なし

● ● ● ● ● ●

２
月

３
月年金収入額 ●，●●●，●●●円

本人の課税状況 課税
● ● ● ●

月 月
１
月

合計所得金額 ●，●●●，●●●円

月 月 月 月

【保険料算定の根拠】 【所得段階】

計 ●●,●●● 計 ●●,●●●

合計額 ●●,●●●

3月
2月 ●●,●●●

1月 第４期 ●●,●●● 令和〇年１月３１日
１２月 ●●,●●●

１１月 第３期 ●●,●●● 令和〇年１１月３０日
１０月 ●●,●●●

９月 第２期 ●●,●●● 令和〇年９月３０日
８月 ●●,●●●

７月 第１期 ●●,●●● 令和〇年７月３１日
６月 ●●,●●●

５月
４月 ●●,●●●

【保険料額】

月 特別徴収（円） 期別 普通徴収（円） 普通徴収の場合の納期限

   ●●●，●●●　円
口座種別
口座番号

口座名義人

被保険者氏名 ○○　○○

下記に記載のある方は口座振替による納付です。
金融機関

年間保険料額

令和　〇　年　〇　月　〇　日

香川県東かがわ市長

介護保険料納入通知書

以下の通り決定しましたので通知します。

世帯番号

月 月 月

納入通知書の見方

口座振替の場合は
ここに表記があります

特別徴収（年金天引）の場合は
ここに表記があります

本年度分（4～3月分）の保険料の総額です

普通徴収（納付書等）の場合は
ここに表記があります

保険料の所得段階を判定するため
の根拠になります

保険料の対象となる月は

・65歳の誕生月（1日生まれの場合は前月）

・転入された月

・死亡された日の翌日の前月

・転出日の前月

から

まで
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